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１．概要 

  本資料は、再処理施設の技術基準に関する規則「第 10 条 閉じ込めの

機能」及び「第 26 条 使用済燃料等による汚染の防止」に関して、基

本設計方針に記載する事項、添付書類に記載すべき事項、補足説明す

べき事項について整理した結果を示すものである。 

  整理にあたっては、「共通０６：本文（基本設計方針、仕様表等）、添付

書類（計算書、説明書）、添付図面で記載すべき事項」及び「共通０７：

添付書類等を踏まえた補足説明すべき項目の明確化」を踏まえて実施

した。 

 

２．本資料の構成 

  「共通０６：本文（基本設計方針、仕様表等）、添付書類（計算書、説

明書）、添付図面で記載すべき事項」及び「共通０７：添付書類等を踏

まえた補足説明すべき項目の明確化」を踏まえて本資料において整理

結果を別紙として示し、別紙を以下の通り構成する。 

  別紙１：基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 

事業変更許可 本文、添付書類の記載をもとに設定した基本設

計方針と発電炉の基本設計方針を比較し、記載程度の適正化等

を図る。 

  別紙２：基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次

の展開 

基本設計方針の項目ごとに要求種別、対象設備、添付書類等への

展開事項の分類、第 1 回申請の対象、第２回以降の申請書ごと

の対象設備を展開する。 

  別紙３：基本設計方針の添付書類への展開 

基本設計方針の項目に対して、展開事項の分類をもとに、添付書

類単位で記載すべき事項を展開する。 

※当該条文は変更無し条文であり、既認可設工認から添付書類

の変更がないため、対象外とする。 

  別紙４：添付書類の発電炉との比較 

添付書類の記載内容に対して項目単位でその記載程度を発電炉

と比較し、記載すべき事項の抜けや論点として扱うべき差がな

いかを確認する。なお、規則の名称、添付書類の名称など差があ

ることが明らかな項目は比較対象としない（概要などは比較対

象外）。 

※当該条文は変更無し条文であり、既認可設工認から添付書類

の変更がないため、対象外とする。 

  別紙５：補足説明すべき項目の抽出 

基本設計方針を起点として、添付書類での記載事項に対して補

足が必要な事項を展開する。発電炉の補足説明資料の実績との

比較を行い、添付書類等から展開した補足説明資料の項目に追

加すべきものを抽出する。 

※当該条文は変更無し条文であり、既認可設工認から添付書類

の変更がないため、対象外とする。 
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  別紙６：変更前記載事項の既工認等との紐づけ 

基本設計方針の変更前の記載事項に対し、既認可等との紐づけ

を示す。 
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第十条 （閉じ込めの機能）（1 / 9） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉工認 基本設計方針 備考 
（閉じ込めの機能） 

第十条 安全機能を有する施

設は、次に掲げるところによ

り、使用済燃料、使用済燃料

から分離された物又はこれら

によって汚染された物 (以下

「使用済燃料等」という。) 

を限定された区域に閉じ込め

る機能を保持するように設置

されたものでなければならな

い。閉①-1, 閉①-2, 閉①-3, 

閉①-4，閉⑬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 閉じ込めの機能 

4.1  閉じ込め 

安全機能を有する施設は，使用済燃

料，使用済燃料から分離された物又は

これらによって汚染された物 (以下

「使用済燃料等」という。) を系統若

しくは機器に閉じ込める，又は漏えい

した場合においても，セル，グローブ

ボックス及びこれらと同等の閉じ込め

機能を有する施設（以下「セル等」と

いう。）若しくは建屋内に保持するこ

とで，使用済燃料等を限定された区域

に閉じ込める設計とする。閉①-1 

使用済燃料等を内包する系統及び機

器は，その性状に応じてセル等又は室

に適切に収納する設計とする。プルト

ニウムを含む溶液及び粉末並びに高レ

ベル放射性液体廃棄物（以下「高レベ

ル廃液」という。）を内包する系統及

び機器は，分析のため少量を取り扱う

場合や，ウラン・プルトニウム混合酸

化物粉末を封入した混合酸化物貯蔵容

器を取り扱う場合を除き，セル等に収

納する設計とする。閉①-2 

ウランを含む粉末，焼却灰その他の

粉末状の使用済燃料等を非密封で取り

扱う場合は，密閉した系統及び機器内

で取り扱う設計とする。閉①-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、再処理施設の位置，構造及び設備並

びに再処理の方法 

Ａ．再処理施設の位置，構造及び設備 

ロ．再処理施設の一般構造 

(３) 使用済燃料等の閉じ込めに関する

構造 

安全機能を有する施設は，放射性物質

を系統若しくは機器に閉じ込める，又は

漏えいした場合においても，セル，グロ

ーブボックス及びこれらと同等の閉じ込

め機能を有する施設（以下「セル等」と

いう。）若しくは建屋内に保持し，放射

性物質を限定された区域に閉じ込める設

計とする。 

閉①-1 

 

 放射性物質を限定された区域に閉じ込

めるための機能に係る再処理施設の設計

の基本方針を以下のとおりとする。 

(i) 放射性物質を内包する系統及び機

器は，放射性物質が漏えいし難い構

造とする。また，使用する化学薬品

等を考慮し，腐食し難い材料を使用

するとともに，腐食しろを確保する

設計とする。□1  

 

(ⅱ) プルトニウムを含む溶液及び粉末

並びに高レベル放射性液体廃棄物

（以下「高レベル廃液」という。）

を内包する系統及び機器は，原則と

して，セル等に収納する設計とす

る。□3 液体状の放射性物質を内包す

る系統及び機器を収納するセル等の

床にはステンレス鋼製の漏えい液受

皿を設置し，液体状の放射性物質が

セル等に漏えいした場合は，漏えい

検知装置により検知し，漏えいの拡

大を防止するとともに，漏えいした

液の性状に応じて定めた移送先に移

送し処理できる設計とする。□4  

 

(ⅲ) プルトニウムを含む溶液及び高レ

ベル廃液を内包する系統及び機器，

ウランを非密封で大量に取り扱う系

統及び機器，セル等並びにこれらを

収納する建屋は，原則として，常時

負圧に保ち，それぞれの気圧は，原

則として，建屋，セル等，系統及び

機器の順に気圧が低くなる設計とす

る。閉③-2,⑥-2 

 

1. 安全設計 

1.1  安全設計の基本方針 

1.1.1  安全機能を有する施設に関する

基本方針 

 

(17) 安全機能を有する施設は，使用

済燃料等から発生する崩壊熱等を

適切に除去する設計とする。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 使用済燃料等の閉じ込めに関する

設計 

安全機能を有する施設は，放射性物質

を限定された区域に閉じ込めるために，

放射性物質を内包する系統及び機器は，

腐食し難く，漏えいし難い構造とすると

ともに，セル，グローブボックス及びこ

れらと同等の閉じ込め機能を有する施設

（以下「セル等」という。）又は室に収

納する設計とする。◇1  

また，粉末状の放射性物質を非密封で

取り扱う場合は，密閉した系統及び機器

内で取り扱う設計とする。◇2  

さらに，放射性物質を内包する系統及

び機器，セル等及び室並びにセル等及び

室を収納する建屋は，気体廃棄物の廃棄

施設により負圧に維持する設計とする。

閉③-1,⑥-1,⑨ 

また，万一液体状の放射性物質が漏え

いした場合には，漏えいの拡大を防止し

安全に処置できる設計とする。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

閉①-2（P2 から） 

 

 

 

 

閉①-3（P5から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

閉③-1,⑥-1,⑨（P3

へ） 

 

 

閉③-2,⑥-2（P3へ） 

 

【凡例】 

下線：基本設計方針に記載する事項(丸数字で紐づけ) 

灰色ハッチング：基本設計方針に記載しない事項 

黄色ハッチング：発電炉工認と基本設計方針の記載内容が一致する箇所 

：発電炉との差異の理由    

(当社の記載) 

<不一致の理由> 

再処理の技術基準規則には使用済燃料等並びに

使用済燃料等を内包した系統及び機器を限定し

た区域に閉じ込める設計とする記載があるが，

発電炉には同様な記載がないため。 
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第十条 （閉じ込めの機能）（2 / 9） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一 流体状の使用済燃料等を

内包する容器又は管に使用

済燃料等を含まない流体を

導く管を接続する場合に

は、流体状の使用済燃料等

が使用済燃料等を含まない

流体を導く管に逆流するお

それがない構造であるこ

と。閉② 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計基準事故時においても，可能な

限り負圧維持，漏えい及び逆流防止の

機能が確保される設計とするととも

に，一部の換気系統の機能が損なわれ

た場合においても，再処理施設全体と

して気体の閉じ込め機能を確保する設

計とする。閉①-4 

 

 

安全機能を有する施設は，使用済燃

料等から発生する崩壊熱を適切に除去

することとし，液体状の使用済燃料等

の崩壊熱による機器内での沸騰を防止

する設計とする。閉⑬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

流体状の使用済燃料等を内包する容

器又は管に使用済燃料等を含まない流

体を導く管を接続する場合には，流体

状の使用済燃料等が使用済燃料等を含

まない流体を導く管に逆流することの

ないよう止め弁，逆止弁，水封を設け

る設計とする。閉② 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  気体廃棄物の廃棄施設は，放射性

物質の漏えい及び逆流を防止する設

計とするとともに，閉②フィルタ，

洗浄塔等により放射性物質を適切に

除去した後，主排気筒等から放出す

る設計とする。□2  

  設計基準事故時においても，可能

な限り負圧維持，漏えい及び逆流防

止の機能が確保される設計とすると

ともに，一部の換気系統の機能が損

なわれた場合においても，再処理施

設全体として気体の閉じ込め機能を

確保する設計とする。閉①-4 

 

 

(７) その他の主要な構造 

(ⅰ) 安全機能を有する施設 

再処理施設は，使用済燃料及びその

溶解液，放射性廃棄物等の貯蔵，処理

時に発生する崩壊熱による異常な温度

上昇を防止する設計とする。□4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 放射性物質を内包する系統及び機

器は，使用する化学薬品，取り扱う放

射性物質，圧力及び温度並びに保守及

び修理の条件を考慮し，ステンレス

鋼，ジルコニウムその他の腐食し難い

材料を使用するとともに，腐食しろを

確保する設計とする。 

さらに，溶接構造，爆着接合法によ

る異材継手，フランジ継手及び水封に

より接続することにより，放射性物質

が漏えいし難い設計とする。 

また，以下の基本方針により材料選

定及び異種材料の接続を行う。◇3  

 

ａ．材料選定の基本方針 

放射性物質を含む硝酸溶液を取り扱

う系統及び機器は，ステンレス鋼を使

用し，常圧沸騰状態で比較的硝酸濃度

の高い溶液を取り扱う場合にはジルコ

ニウムを使用する。 

ｂ．異種材料の接続の基本方針 

ジルコニウムとステンレス鋼との接

続は，爆着接合法による異材継手，フ

ランジ継手及び水封を使用する。 

フランジ継手は，セル外において異

種材料の接続を行う場合に用いる。 

また，水封は，保守が必要なセル内

の機器の気相部の接続に用いる。◇3  

 

 

 

(2) 放射性物質を内包する系統及び機

器は，その性状に応じてセル等又は

室に適切に収納する設計とする。プ

ルトニウムを含む溶液及び粉末並び

に高レベル放射性液体廃棄物（以下

「高レベル廃液」という。）を内包

する系統及び機器は，分析のため少

量を取り扱う場合や，ウラン・プル

トニウム混合酸化物（ＵＯ２・ＰｕＯ

２，以下「ＭＯＸ」という。）粉末を

封入した混合酸化物貯蔵容器を取り

扱う場合を除き，セル等に収納する

設計とする。閉①-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

閉⑬（P7から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

閉①-2（P1 へ） 

 

 

 

 

 

 

 

(当社の記載) 

<不一致の理由> 

再処理の技術基準規則には逆流防止

に関する記載があるが，発電炉には

同様な記載がないため。 

(当社の記載) 

<不一致の理由> 

再処理特有の液体状の使用済燃料等に対する

崩壊熱除去機能について整理した記載である。 

(当社の記載) 

<不一致の理由> 

再処理の技術基準規則には

使用済燃料等並びに使用済

燃料等を内包した系統及び

機器を限定した区域に閉じ

込める設計とする記載があ

るが，発電炉には同様な記

載がないため。 
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第十条 （閉じ込めの機能）（3 / 9） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉工認 基本設計方針 備考 
二 セルは、その内部を常時

負圧状態に維持し得るもの

であること。 

閉③-1，閉③-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三 液体状の使用済燃料等を

取り扱う設備をその内部に

設置するセルは、当該設備

からの当該物質の漏えいを

監視し得る構造であり、か

つ、当該物質が漏えいした

場合にこれを安全に処理し

得る構造であるとともに当

該物質がセル外に漏えいす

るおそれがない構造である

こと。閉④ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

使用済燃料等を内包する系統及び機

器，セル等及び室並びにセル等及び室

を収納する建屋は，気体廃棄物の廃棄

施設により負圧に維持する設計とす

る。閉③-1,⑥-1,⑨ 

プルトニウムを含む溶液及び高レベ

ル廃液を内包する系統及び機器，ウラ

ンを非密封で大量に取り扱う系統，機

器，セル等及びこれらを収納する建屋

は，原則として，常時負圧に保ち，そ

れぞれの気圧は，原則として，建屋，

セル等，系統及び機器の順に気圧が低

くなる設計とする。閉③-2,⑥-2 

 

 

液体状の使用済燃料等を内包する系

統及び機器を収納するセル等の床には

ステンレス鋼製の漏えい液受皿を設置

し，万一液体状の使用済燃料等がセル

等に漏えいした場合は，漏えい検知装

置により漏えいを検知し，漏えいの拡

大を防止するとともに，スチームジェ

ットポンプ，ポンプ又は重力流により

漏えいした液の性状に応じて定めた移

送先に移送することで，安全に処理で

きる設計とする。閉④,⑦ 

 

液体状の使用済燃料等を内包する系

統及び機器を設置する室の床には漏え

い液受皿を設置し，万一液体状の使用

済燃料等が漏えいした場合は，漏えい

を検知し，漏えいの拡大を防止すると

ともに，漏えいした液の移送及び処理

ができる設計とする。閉⑩-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

液体状の放射性物質を内包する系統
及び機器を収納するセル等の床には

ステンレス鋼製の漏えい液受皿を設

置し，万一液体状の放射性物質がセ

ル等に漏えいした場合は，漏えい検

知装置により漏えいを検知し，漏え

いの拡大を防止するとともに，スチ

ームジェットポンプ，ポンプ又は重

力流により漏えいした液の性状に応

じて定めた移送先に移送し処理でき

る設計とする。閉④,⑦ 

液体状の放射性物質を内包する系

統及び機器を設置する室の床には漏

えい液受皿を設置し，万一液体状の

放射性物質が漏えいした場合は，漏

えいを検知し，漏えいの拡大を防止

するとともに，漏えいした液の移送

及び処理ができる設計とする。 

閉⑩-1 

 

漏えいした液の発熱量が大きく，

沸騰のおそれがあるか又はＴＢＰ，

ｎ－ドデカン及びこれらの混合物

（以下「有機溶媒」という。）を含

む漏えいした液がｎ－ドデカンの引

火点に達するおそれのあるセル等に

ついては，漏えいを検知するための

漏えい検知装置を多重化し，万一外

部電源が喪失した場合でも，漏えい

した液を確実に移送するために，ス

チームジェットポンプを使用する場

合の蒸気は，その他再処理設備の附

属施設の安全蒸気系に，ポンプを使

用する場合の電源は，非常用所内電

源系統に接続する設計とする。ま

た，ポンプは，多重化するか，万一

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

閉③-1,⑥-1,⑨（P1

から） 

 

 

 

 

 

 

閉③-2,⑥ -2（ P1か

ら） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(当社の記載) 

<不一致の理由> 

再処理の技術基準には，セル及びグローブボックスにおける漏えい液

回収に関する記載があるが、発電炉には同様な記載がないため。 

(当社の記載) 

<不一致の理由> 

再処理特有の液体状の使用済燃料等が漏えいし難い設

計として、漏えい液受皿を設置しているため。 

(当社の記載) 

<不一致の理由> 

再処理の技術基準には，セル，グローブボックス及び室の

負圧維持に関する記載があるが、発電炉には同様な記載が

ないため。 
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第十条 （閉じ込めの機能）（4 / 9） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉工認 基本設計方針 備考 
四 セル内に設置された流体

状の使用済燃料等を内包す

る設備から、使用済燃料等

が当該設備の冷却水、加熱

蒸気その他の熱媒中に漏え

いするおそれがある場合

は、当該熱媒の系統は、必

要に応じて、漏えい監視設

備を備えるとともに、汚染

した熱媒を安全に処理し得

るように設置すること。 

閉⑤ 

 

 

 

 

 

五 プルトニウム及びその化

合物並びにこれらの物質の

一又は二以上を含む物質 

(以下この条において「プル

トニウム等」という。) を

取り扱うグローブボックス

は、その内部を常時負圧状

態に維持し得るものであり

閉⑥-1，閉⑥-2、かつ、給

気口及び排気口を除き、密

閉することができる構造で

あること。閉⑥-3 

 

六 液体状のプルトニウム等

を取り扱うグローブボック

スは、当該物質がグローブ

ボックス外に漏えいするお

それがない構造であるこ

と。閉⑦ 

 

七 密封されていない使用済

燃料等を取り扱うフード

は、その開口部の風速を適

切に維持し得るものである

こと。閉⑧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

管理区域外から流体状の使用済燃料

等を内包するセル内の設備へ冷却水,加

熱蒸気その他の熱媒を供給する場合

は，管理区域内で熱交換器を介するこ

とで，使用済燃料等を含む流体を環境

に流出しない設計とする。 

熱媒を流体状の使用済燃料等を内包

するセル内の設備へ供給する場合は，

使用済燃料等を検知する装置を設置す

ることにより，熱媒中への使用済燃料

等の漏えいを検知できる設計とする。 

万一，熱媒中に使用済燃料等が漏え

いした場合には，汚染した熱媒を低レ

ベル廃液処理設備に払い出すことによ

り，汚染した熱媒を安全に処理し得る

ような設計とする。閉⑤ 

 

使用済燃料等を取り扱うグローブボ

ックスは，給気口及び排気口を除き，

密閉することができる設計とする。 

閉⑥-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

密封されていない使用済燃料等を取

り扱うフードは，気体廃棄物の廃棄施

設の換気設備に接続することにより，

開口部の風速を適切に維持する設計と

する。閉⑧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

故障しても漏えいした液が沸騰に至

らない間に修理又は交換できる設計

とする。◇1◇4  

精製施設のプルトニウム精製設備

及び脱硝施設のウラン・プルトニウ

ム混合脱硝設備には，通常の運転状

態おいて硝酸プルトニウム並びに硝

酸プルトニウム及び硝酸ウラニルの

混合溶液の無限体系の未臨界濃度以

上のプルトニウムを含む溶液を内包

する機器から，万一漏えいが発生し

た場合でも臨界とならない漏えい液

受皿を設ける設計とする。◇5  

連続移送の配管から漏えいのおそ

れがあり，漏えいしたプルトニウム

を含む溶液の回収が重力流によらな

い場合は，漏えい検知装置を臨界安

全管理の観点から多重化し，万一漏

えいした場合には，漏えいを確実に

検知し移送する設計とする。◇4◇5  

通常の運転状態において無限体系

の未臨界濃度以上のプルトニウムを

含む溶液を連続移送する配管から漏

えいのおそれがあり，漏えいしたプ

ルトニウムを含む溶液の回収が重力

流によらない場合は，漏えい液受皿

の集液溝を監視する装置により，漏

えいを検知する設計とする。◇6  

(3) プルトニウムを含む溶液及び高レ

ベル廃液を内包する系統及び機器並

びにウランを非密封で大量に取り扱

う系統及び機器は，運転切替えに伴

う変動時を除き，気体廃棄物の廃棄

施設により常時負圧に保ち◇1 ，それ

らの系統及び機器からの廃ガスは，

洗浄，凝縮，吸着及びろ過により放

射性物質を合理的に達成できる限り

除去した後，主排気筒から放出する

設計とする。◇7  

また，セル等及びこれらを収納す

る建屋並びにウランを非密封で大量

に取り扱う系統及び機器を収納する

建屋は，運転切替えに伴う変動時を

除き，気体廃棄物の廃棄施設により

常時負圧に保ち◇1 ，排気は，ろ過し

た後，主排気筒から放出する設計と

する。◇7  

さらに，それぞれの気圧は，原則

として，建屋，セル等，系統及び機

器の順に気圧が低くなる設計とする

とともに，気体廃棄物の廃棄施設

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(当社の記載) 

<不一致の理由> 

再処理には，管理区域内で熱交換す

る熱媒の漏えい防止に関する要求が

あるため。 

(当社の記載) 

<不一致の理由> 

再処理には，グローブボックスを密

閉できる構造としなければならない

要求があるため。 

(当社の記載) 

<不一致の理由> 

再処理には，フード開口部の風速を

適切に維持しなければならない要求

があるため。 
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第十条 （閉じ込めの機能）（5 / 9） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉工認 基本設計方針 備考 
八 プルトニウム等を取り扱

う室 (保管廃棄する室を除

く。) 及び使用済燃料等に

よる汚染の発生のおそれが

ある室は、その内部を負圧

状態に維持し得るものであ

ること。閉⑨ 

 

九 液体状の使用済燃料等を

取り扱う設備が設置される

施設 (液体状の使用済燃料

等の漏えいが拡大するおそ

れがある部分に限る。 ) 

は、次に掲げるところによ

るものであること。 

イ 施設内部の床面及び壁

面は、液体状の使用済燃

料等が漏えいし難いもの

であること。 

閉⑩-1,閉⑩-2 

 

 

 

 

 

 

 

ロ 液体状の使用済燃料等

を取り扱う設備の周辺部

又は施設外に通ずる出入

口若しくはその周辺部に

は、液体状の使用済燃料

等が施設外へ漏えいする

ことを防止するための堰

が設置されていること。

ただし、施設内部の床面

が隣接する施設の床面又

は地表面より低い場合で

あって、液体状の使用済

燃料等が施設外へ漏えい

するおそれがないとき

は、この限りでない。 

閉⑪ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

液体状の使用済燃料等を取り扱う設

備が設置される施設内部のうち，流体

状の放射性廃棄物の漏えいが拡大する

おそれがある部分については次の通り

とする。 

全ての床面，適切な高さまでの壁面

は，流体状の使用済燃料等が漏えいし

難い設計とする。閉⑩-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

液体状の使用済燃料等を取り扱う設

備の周辺部又は施設外に通じる出入口

若しくはその周辺部には．堰を設ける

ことにより，液体状の使用済燃料等が

施設外へ漏えいすることを防止する設

計とする。閉⑪ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

は，漏えい及び逆流を防止する設計

とする。◇1   

設計基準事故時においても，可能

な限り負圧維持，漏えい及び逆流防

止の機能が確保される設計とすると

ともに，一部の換気系統の機能が損

なわれた場合においても，再処理施

設全体としては，その機能が維持さ

れ，公衆に対して著しい放射線被ば

くのリスクを与えないよう，気体の

閉じ込めの機能を確保する設計とす

る。◇1  

 

(4) プルトニウムを含む溶液及び高レ

ベル廃液を内包する系統及び機器並

びにウランを非密封で大量に取り扱

う系統及び機器を除く放射性物質を

内包する系統及び機器は，気体廃棄

物の廃棄施設により負圧に保ち◇1 ，

それらの系統及び機器からの廃ガス

は，洗浄，凝縮及びろ過により放射

性物質を合理的に達成できる限り除

去した後，主排気筒又は北換気筒か

ら放出する設計とする。◇7  

また，セル等及びこれらを収納す

る建屋は，気体廃棄物の廃棄施設に

より負圧に保ち◇1 ，排気は，ろ過し

た後，主排気筒若しくは北換気筒又

は低レベル廃棄物処理建屋換気筒か

ら放出する設計とする。◇7  

さらに，それぞれの気圧は，建

屋，セル等，系統及び機器の順に気

圧が低くなるように設計するととも

に，気体廃棄物の廃棄施設は，漏え

い及び逆流を防止する設計とする。

◇1  

(5) ウランを含む粉末，焼却灰その他

の粉末状の放射性物質を非密封で取

り扱う場合は，密閉した系統及び機

器内で取り扱う設計とする。閉①-3 

 

(6) 安全機能を有する施設の閉じ込め

は，取り扱う放射性物質の種類及び

性状（気体，液体及び固体）に応じ

て設計する。 

a. 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の燃料取出しピット，燃料仮置きピ

ット，燃料貯蔵プール，チャンネルボ

ックス・バーナブルポイズン取扱ピッ

 

 

 

 

 

 

（三十九条 廃棄処理設備 2 項） 

放射性液体廃棄物処理設備内部のうち，

流体状の放射性廃棄物の漏えいが拡大す

る恐れがある部分の漏えいし難い構造，

漏えいの拡大防止，堰については次の通

りとする。 

全ての床面，適切な高さまでの壁面及

びその両者の接合部は，耐水性を有する

設計とし，流体状の放射性廃棄物が漏え

いし難い構造とする。また，その貫通部

は堰の機能を失わない構造とする。 

 

床面は，床面の傾斜又は床面に設けられ

た溝の傾斜により流体状の放射性廃棄物

が排液受け口に導かれる構造とし，か

つ，気体状のものを除く流体状の放射性

廃棄物を処理する設備の周辺部には，堰

又は堰と同様の効果を有するものを施設

し，流体状の放射性廃棄物の漏えいの拡

大を防止する設計とする。 

 

放射性廃棄物処理施設外に通じる出入口

又はその周辺部には，堰を施設すること

により，流体状の放射性廃棄物が施設外

へ漏えいすることを防止する設計とす

る。 

施設外へ漏えいすることを防止するた

めの堰は，処理する設備に係わる配管に

ついて，長さが当該設備に接続される配

管の内径の1／2，幅がその配管の肉厚の

1／2 の大きさの開口を当該設備と当該

配管との接合部近傍に仮定したとき，開

口からの流体状の放射性廃棄物の漏えい

量のうち 大の漏えい量をもってして

も，流体状の放射性廃棄物の漏えいが広

範囲に拡大することを防止する設計とす

る。 

この場合の仮定は堰の能力を算定する

ためにのみに設けるものであり，開口は

施設内の貯蔵設備に1 ヶ所想定し，漏え

い時間は漏えいを適切に止めることがで

きるまでの時間とし，床ドレンファンネ 

ルの排出機能を考慮する。床ドレンファ

ンネルは，その機能が確実なものとなる

ように設計する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

閉①-3（P1 へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(発電炉の記載) 

<不一致の理由> 

発電炉の技術基準には液体の

放射性廃棄物漏えいの拡大を

防止するための堰に関する要

求があるため。 

(発電炉の記載) 

<不一致の理由> 

発電炉における技術基準の解

釈には堰の具体的な設計方針

に関する要求があるため。

(双方の記載) 

<不一致の理由> 

法令に基づく用語が異なるた

め。 
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第十条 （閉じ込めの機能）（6 / 9） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉工認 基本設計方針 備考 
ハ 工場等の外に排水を排

出する排水路 (湧水に係

るものであって使用済燃

料等により汚染するおそ

れがある管理区域内に開

口部がないものを除く。) 

の上に施設の床面がない

ようにすること。ただ

し、当該排水路に使用済

燃料等により汚染された

排水を安全に廃棄する設

備及び第二十一条第三号

に掲げる事項を計測する

設備が設置されている場

合は、この限りでない。

閉⑫ 

液体状の使用済燃料等を取り扱う設

備が設置される施設の床面下には，工

場等の外に管理されずに排出される排

水が流れる排水路を設置しない設計と

する。閉⑫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ト，燃料移送水路及び燃料送出しピッ

トは，ステンレス鋼を内張りすること

によりプール水が漏えいし難い構造と

するとともに，万一燃料貯蔵プール水

が漏えいした場合でもプール水の漏え

いを検知し安全に処置できる設計とす

る。◇2  

b. 再処理設備本体 

せん断処理施設は，せん断粉末が漏

えいし難い設計とする。 

溶解施設，分離施設，精製施設及び

脱硝施設の放射性物質を内包する系統

及び機器は，腐食し難い材料を用いる

とともに，漏えいし難い構造とし，漏

えいの拡大を防止し安全に処置できる

設計とする。 

酸及び溶媒の回収施設の放射性物質

を内包する系統及び機器は，腐食し難

い材料を用いるとともに，漏えいし難

い構造とし，漏えいの拡大を防止し安

全に処置できる設計とする。 

また，酸及び溶媒の回収施設の蒸発

缶は，減圧下で蒸発を行い運転温度を

低くすることにより，腐食し難い環境

とする設計とする。◇3  

c. 製品貯蔵施設 

ウラン酸化物貯蔵設備は，ウラン酸

化物貯蔵容器にＵＯ３を封入し，閉じ

込め機能を確保する設計とする。 

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯

蔵設備は，混合酸化物貯蔵容器にＭＯ

Ｘを封入し，閉じ込め機能を確保する

設計とする。◇1  

d. 放射性廃棄物の廃棄施設 

(a) 気体廃棄物の廃棄施設 

 せん断処理・溶解廃ガス処理設備，

高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設

備及び塔槽類廃ガス処理設備の放射性

物質を内包する系統及び機器は，腐食

し難い材料を用いるとともに，漏えい

し難い構造とし，気体状の放射性物質

の漏えいの拡大を防止し安全に処置で

きる設計とする。◇3  

また，これらの設備は気体状の放射

性物質の漏えい及び逆流を防止する設

計とする。◇1  

換気設備は，汚染のおそれのある区

域を清浄区域より負圧に維持できる設

計とし，汚染の程度の低い区域から高

い区域に空気を流すことのできる設計

とする。◇2  

液体廃棄物処理設備及びこれに関連す

る施設を設ける建屋の床面下には，発電

所外に管理されずに排出される排水が流

れる排水路を施設しない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(双方の記載) 

<不一致の理由> 

法令に基づく用語が異なるた

め。 

12



別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第十条 （閉じ込めの機能）（7 / 9） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉工認 基本設計方針 備考 
(b) 液体廃棄物の廃棄施設 

高レベル廃液処理設備の放射性物質

を内包する系統及び機器は，腐食し難

い材料を用いるとともに，漏えいし難

い構造とし，漏えいの拡大を防止し安

全に処置できる設計とする。 

また，高レベル廃液処理設備の高レ

ベル廃液濃縮缶は，減圧下で蒸発を行

い，運転温度を低くすることにより，

腐食し難い環境とする設計とする。◇3  

低レベル廃液処理設備の放射性物質

を内包する系統及び機器は，腐食し難

い材料を用いるとともに，漏えいし難

い構造とし，漏えいの拡大を防止し安

全に処置できる設計とする。◇3  

(c) 固体廃棄物の廃棄施設 

固体廃棄物の廃棄施設の液体状の放

射性物質を内包する系統及び機器は，

腐食し難い材料を用いるとともに，漏

えいし難い構造とし，漏えいの拡大を

防止し安全に処置できる設計とする。

◇3  

e. その他再処理設備の附属施設 

分析設備の分析装置及び分析済溶液

処理系の機器は，セル等又は室に収納

し，液体状の放射性物質の漏えいの拡

大を防止し，安全に処置できる設計と

する。 

また，セル等又は室は，気体廃棄物

の廃棄施設により閉じ込め機能を確保

できる設計とする。◇2  

 

1.7 その他の設計方針 

1.7.1 崩壊熱除去に関する設計 

(1) 再処理施設は，使用済燃料等から

発生する崩壊熱を適切に除去するこ

ととし，構造物の温度を適切に維持

すること，また，◇8 ◇9 放射性物質を

含む溶液の崩壊熱による機器内での

沸騰を防止すること等の過度の温度

上昇を防止する設計とする。閉⑬ 

(2) ウラン・プルトニウム混合酸化物

貯蔵設備の貯蔵ホールは，換気設備

により混合酸化物貯蔵容器を冷却す

ることにより，構造物の温度を適切

に維持する設計とする。◇8 また，ガ

ラス固化体貯蔵設備は，ガラス固化

体からの崩壊熱を，崩壊熱により生

じる通風力によって流れる冷却空気

により除去することにより，ガラス

固化体及び構造物の温度を適切に維

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

閉⑬（P2へ） 
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第十条 （閉じ込めの機能）（8 / 9） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉工認 基本設計方針 備考 
持する設計とする◇9  

(3) 崩壊熱により溶液が沸騰するおそ

れのある場合は，その他再処理設備

の附属施設の安全冷却水系により冷

却し，冷却能力の喪失による溶液の

沸騰を防止する。◇1 さらに，沸騰ま

での時間的余裕が小さい場合は，独

立した２系統の安全冷却水系による

冷却を行う。また，安全冷却水系に

より冷却する場合は，塔槽類の冷却

コイル又は冷却ジャケットを多重化

する設計とする。◇4 

なお，漏えい液が沸騰するおそれ

がある場合は，セル等の漏えい液受

皿で受けるとともに，安全に移送及

び処理ができる設計とする。◇2 

(4) 崩壊熱除去のために必要な安全上

重要な系統及び機器は，動的機器の

単一故障を仮定しても，その冷却機

能を損なうことのない設計とする。

◇4  

 

1.9.4 閉じ込めの機能 

（閉じ込めの機能） 

第四条 安全機能を有する施設は、

放射性物質を限定された区域に適

切に閉じ込めることができるもの

でなければならない。 

 

適合のための設計方針 

安全機能を有する施設は，放射性物

質を限定された区域に閉じ込める機能

を有する設計とするため，以下の設計

を行うものとする。 

(1) 放射性物質を内包する系統及び機器

は，放射性物質が漏えいし難い構造

とする。また，使用する化学薬品等

を考慮し，腐食し難い材料を使用す

るとともに，腐食しろを確保する設

計とする。◇3  

(2) プルトニウムを含む溶液及び粉末

並びに高レベル廃液を内包する系統

及び機器は，原則として，セル等に

収納する設計とする。液体状の放射

性物質を内包する系統及び機器を収

納するセル等の床にはステンレス鋼

製の漏えい液受皿を設置し，液体状

の放射性物質がセル等に漏えいした

場合は，漏えい検知装置により検知
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第十条 （閉じ込めの機能）（9 / 9） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉工認 基本設計方針 備考 
し，漏えいの拡大を防止するととも

に，漏えいした液の性状に応じて定

めた移送先に移送し処理できる設計

とする。◇2  

(3) プルトニウムを含む溶液及び高レ

ベル廃液を内包する系統及び機器，

ウランを非密封で大量に取り扱う系

統及び機器，セル等並びにこれらを

収納する建屋は，以下の事項を満足

する気体廃棄物の廃棄施設を有する

設計とする。◇7  

a. 気体廃棄物の廃棄施設は，放射性

物質の漏えい及び逆流を防止する設

計とする。◇1  

b. プルトニウムを含む溶液及び粉末

並びに高レベル廃液を内包する系統

及び機器，ウランを非密封で大量に

取り扱う系統及び機器，セル等並び

にこれらを収納する建屋は，原則と

して，常時負圧に保ち，それぞれの

気圧は，原則として，建屋，セル

等，系統及び機器の順に気圧が低く

なる設計とする。◇1  

c. 気体廃棄物の廃棄施設は，フィル

タ，洗浄塔等により放射性物質を適

切に除去した後，主排気筒等から放

出する設計とする。◇7  

d. 設計基準事故時においても，可能

な限り負圧維持，漏えい及び逆流防

止の機能を確保する設計とするとと

もに，一部の換気系統の機能が損な

われた場合においても，再処理施設

全体として気体の閉じ込めの機能を

確保する設計とする。◇1  
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第 26 条（使用済燃料等による汚染の防止）（1 / 1） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉工認 基本設計方針 備考 
（使用済燃料等による汚染の

防止） 

第二十六条 再処理施設のう

ち人が頻繁に出入りする建物

内部の壁、床その他の部分で

あって、使用済燃料等により

汚染されるおそれがあり、か

つ、人が触れるおそれがある

ものの表面は、使用済燃料等

による汚染を除去しやすいも

のでなければならない。① 

 

 

 

 

 

 

２ 再処理施設には、人が触

れるおそれがある器材その他

の物が使用済燃料等により汚

染された場合に当該汚染を除

去するための設備が設けられ

ていなければならない。 

② 

4. 閉じ込めの機能 

4.2  使用済燃料等による汚染の防止 

使用済燃料等により汚染されるおそ

れがあって，人が頻繁に出入りする管

理区域内の床面，人が触れるおそれが

ある高さまでの壁面，手摺，梯子の表

面は，平滑にし，使用済燃料等による

汚染を除去し易い設計とする。① 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人が触れるおそれがある物の使用済

燃料等による汚染を除去する除染設備

を施設し，使用済燃料等を除去できる

設計とする。除染設備の排水は，液体

廃棄物処理設備で処理する設計とす

る。② 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4 放射性物質による汚染の防止 

放射性物質により汚染されるおそれ

があって，人が頻繁に出入りする管理

区域内の床面，人が触れるおそれがあ

る高さまでの壁面，手摺，梯子の表面

は，平滑にし，放射性物質による汚染

を除去し易い設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人が触れるおそれがある物の放射性

物質による汚染を除去する除染設備を

施設し，放射性物質を除去できる設計

とする。除染設備の排水は，液体廃棄

物処理設備で処理する設計とする。 

 

 

 

 

 

 また，液体廃棄物処理設備，液体廃棄

物貯蔵設備及びこれらに関連する施設を

設ける建屋内部には発電所外に管理され

ずに排出される排水が流れる排水路に通

じる開口部を設けない設計とする。 

 

 

 

【凡例】 

黄色ハッチング：発電炉工認と基本設計方針の記載内容が一致する箇所 

  ：発電炉との差異の理由 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

法令の違いによる。「発電炉の技術基準規則第

41 条第 3項」に該当する要求が「再処理の技術

基準規則第 26 条」にはないため。 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

法令の違いによる用語の違

いのため。 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

法令の違いによる用語の違

いのため。 

16



別紙 1② 

設工認申請書 各条文の設計の考え方 

1 

 

第十条（閉じ込めの機能） 

１．技術基準の条文、解釈への適合に関する考え方 

№ 基本設計方針に記載する事項 適合性の考え方（理由） 項・

号 

解

釈 

添付書類 

閉① 
使用済燃料等を限定した区域に閉

じ込める設計 
技術基準の要求を受けている内容 １項 － a 

閉② 逆流防止に関する設計 技術基準の要求を受けている内容 

１

項・

１号 

－ a 

閉③ セルの負圧維持に関する設計 技術基準の要求を受けている内容 

１

項・

２号 

－ － 

閉④ 
セルにおける漏えい液回収に関す

る設計 
技術基準の要求を受けている内容 

１

項・

３号 

－ a 

閉⑤ 
管理区域内で熱交換する熱媒の漏

えい防止に関する設計 
技術基準の要求を受けている内容 

１

項・

４号 

－ － 

閉⑥ 
グローブボックスの負圧維持及び

密閉した構造に関する設計 
技術基準の要求を受けている内容 

１

項・

５号 

－ － 

閉⑦ 
グローブボックスにおける，漏え

い液回収に関する設計 
技術基準の要求を受けている内容 

１

項・

６号 

－ a 

閉⑧ 
フード開口部の風速を適切に維持

する設計 
技術基準の要求を受けている内容 

１

項・

７号 

－ － 

閉⑨ 室の負圧維持に関する設計 技術基準の要求を受けている内容 

１

項・

８号 

－ － 

閉⑩ 
液体状の使用済燃料等が漏えいし

難い設計 
技術基準の要求を受けている内容 

１

項・

９号

イ 

－ a 

閉⑪ 

液体状の使用済燃料等の施設外へ

の漏えいを防止するための堰に関

する設計 

技術基準の要求を受けている内容 

１

項・

９号

ロ 

－ a 

閉⑫ 排水路に関する設計 技術基準の要求を受けている内容 

１

項・

９号

ハ 

－ － 

閉⑬ 
液体状の使用済燃料等の崩壊熱除

去に関する設計 
許可の展開として記載する内容 － － － 
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別紙 1② 

設工認申請書 各条文の設計の考え方 

2 

 

２．事業変更許可申請書の本文のうち、基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

□1  
他条文との重複記載 

（材料及び構造） 

材料及び構造に記載する基本設計方針と重複するた

め，記載しない。 
b 

□2  
他条文との重複記載 

（廃棄施設） 

廃棄施設に記載する基本設計方針と重複するため，記

載しない。 
- 

□3  本文での重複記載 
本文にて同趣旨の記載をしていることから，記載しな

い。 
- 

□4  添六記載内容 添六の記載を基本設計方針とするため，記載しない。 - 

３．事業変更許可申請書の添六のうち、基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

◇1  重複記載 本文記載事項と重複するため記載しない。 - 

◇2  添六での重複記載 
添六にて同趣旨の記載をしていることから，記載しな

い。 
- 

◇3  
他条文との重複記載 

（材料及び構造） 

材料及び構造に記載する基本設計方針と重複するた

め，記載しない。 
b 

◇4  
他条文との重複記載 

（安全上重要な施設） 

安全上重要な施設に記載する基本設計方針と重複する

ため，記載しない。 
- 

◇5  
他条文との重複記載 

（核燃料物質の臨界防止） 

核燃料物質の臨界防止に記載する基本設計方針と重複

するため，記載しない。 
c 

◇6  
他条文との重複記載 

（計測制御系統施設） 

計測制御施設に記載する基本設計方針と重複するた

め，記載しない。 
d 

◇7  
他条文との重複記載 

（廃棄施設） 

廃棄施設に記載する基本設計方針と重複するため，記

載しない。 
- 

◇8  
他条文との重複記載 

（使用済燃料の貯蔵施設等） 

使用済燃料の貯蔵施設等に記載する基本設計方針と重

複するため，記載しない。 
a 

◇9  
他条文との重複記載 

（保管廃棄施設） 

保管廃棄施設に記載する基本設計方針と重複するた

め，記載しない。 
a 

４．添付書類等 

№ 書類名 

a 再処理施設の閉じ込めの機能に関する説明書 

b 主要な容器及び管の耐圧強度及び耐食性に関する説明書 

c 核燃料物質の臨界防止に関する説明書 

d 計測制御系統施設に関する説明書 
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別紙 1② 

設工認申請書 各条文の設計の考え方 

1 

 

第二十六条（使用済燃料等による汚染の防止） 

１．技術基準の条文、解釈への適合に関する考え方 

№ 基本設計方針に記載する事項 適合性の考え方（理由） 項・

号 

解

釈 

添付書類 

① 
管理区域の壁、床その他の部分の

汚染を除去しやすくする設計 
技術基準の要求を受けている内容 1 項 － － 

② 汚染を除去するための設計 技術基準の要求を受けている内容 2 項 － － 

２．事業変更許可申請書の本文のうち、基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

－ － － － 

３．事業変更許可申請書の添六のうち、基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

－ － － － 

４．添付書類等 

№ 書類名 

－ － 
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令和３年８月 26 日 Ｒ１ 

 

 

 

 

 

別紙２ 
 

 

 

基本設計方針を踏まえた添付書類の 

記載及び申請回次の展開 
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十条 閉じ込めの機能，第二十六条 使用済燃料等による汚染の防止）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象

申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

仕様表 添付書類 添付書類における記載

2

使用済燃料等を内包する系統及び機器は，その性状に応じてセル等又は室
に適切に収納する設計とする。プルトニウムを含む溶液及び粉末並びに高
レベル放射性液体廃棄物を内包する系統及び機器は，分析のため少量を取
り扱う場合や，ウラン・プルトニウム混合酸化物粉末を封入した混合酸化
物貯蔵容器を取り扱う場合を除き，セル等に収納する設計とする。

設置要求 安全機能を有する施設 設計方針（閉じ込め）
Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認の系統構成から変更なし。

【閉じ込めの機能の基本方針】
閉じ込めの機能に関する設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。
（系統図、配置図、構造図等）

－ － － － － － 基本設計方針 基本設計方針 －
Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認の系統構成から変更な
し。

【閉じ込めの機能の基本方針】
閉じ込めの機能に関する設備構
成、系統構成、配置、構造等を説
明する。
（系統図、配置図、構造図等）

3
ウランを含む粉末，焼却灰その他の粉末状の使用済燃料等を非密封で取り
扱う場合は，密閉した系統及び機器内で取り扱う設計とする。

設置要求 密閉できる構造 設計方針（閉じ込め） － － － － － － － － － － － － －

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認の系統構成から変更なし。

【閉じ込めの機能の基本方針】
閉じ込めの機能に関する設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。
（系統図、配置図、構造図等）

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認の系統構成から変更な
し。

【閉じ込めの機能の基本方針】
閉じ込めの機能に関する設備構
成、系統構成、配置、構造等を説
明する。
（系統図、配置図、構造図等）

Ⅵ-1-1-2　再処理施設の閉じ込めの機能に関する
説明書
既設工認（添付書類「Ⅵ　設計及び工事の方法の
技術基準への適合に関する説明書」）より変更な
し。

【流体状の使用済燃料等の崩壊熱除去に関する評
価】
使用済燃料等の溶解液から発生する崩壊熱を安全
に除去するための冷却コイル、冷却ジャケットお
よび中間熱交換器が十分な冷却能力を持つことを
説明する。

Ⅵ-1-1-2　再処理施設の閉じ込め
の機能に関する説明書
既設工認（添付書類「Ⅵ　設計及
び工事の方法の技術基準への適合
に関する説明書」）より変更な
し。

【流体状の使用済燃料等の崩壊熱
除去に関する評価】
使用済燃料等の溶解液から発生す
る崩壊熱を安全に除去するための
冷却コイル、冷却ジャケットおよ
び中間熱交換器が十分な冷却能力
を持つことを説明する。

6

流体状の使用済燃料等を内包する容器又は管に使用済燃料等を含まない流
体を導く管を接続する場合には，流体状の使用済燃料等が使用済燃料等を
含まない流体を導く管に逆流することのないよう止め弁，逆止弁，水封を
設ける設計とする。

設置要求
逆流を防止する措置（逆流防止弁、水
封、VOG・換気への接続、空気のふきつ
け、シール）

設計方針（逆流防止）

Ⅵ-1-1-2　再処理施設の閉じ込めの機能に関する
説明書
既設工認（添付書類「Ⅵ　設計及び工事の方法の
技術基準への適合に関する説明書」）より変更な
し。

【逆流の防止の設計方針】
流体状の使用済燃料等を内包する容器又は管に使
用済燃料等を含まない流体を導く際の、逆流防止
に関する基本設計方針を説明する。

－ － － － s － － － － － －

添付書類　構成
項目番

号
基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類　説明内容

第２Ｇｒ（貯蔵庫共用）第１Ｇｒ

1

安全機能を有する施設は，使用済燃料，使用済燃料から分離された物又は
これらによって汚染された物 (以下「使用済燃料等」という。) を系統若
しくは機器に閉じ込める，又は漏えいした場合においても，セル，グロー
ブボックス及びこれらと同等の閉じ込め機能を有する施設（以下、「セル
等」という。）若しくは建屋内に保持することで，使用済燃料等を限定さ
れた区域に閉じ込める設計とする。

設置要求 安全機能を有する施設 － 基本設計方針設計方針（閉じ込め）
Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認の系統構成から変更なし。

【閉じ込めの機能の基本方針】
閉じ込めの機能に関する設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。
（系統図、配置図、構造図等）

基本設計方針 －
Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認の系統構成から変更な
し。

【閉じ込めの機能の基本方針】
閉じ込めの機能に関する設備構
成、系統構成、配置、構造等を説
明する。
（系統図、配置図、構造図等）

－
Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認の系統構成から変更な
し。

【閉じ込めの機能の基本方針】
閉じ込めの機能に関する設備構
成、系統構成、配置、構造等を説
明する。
（系統図、配置図、構造図等）

－ 基本設計方針

4

設計基準事故時においても，可能な限り負圧維持，漏えい及び逆流防止の
機能が確保される設計とするとともに，一部の換気系統の機能が損なわれ
た場合においても，再処理施設全体として気体の閉じ込め機能を確保する
設計とする。

機能要求②

せん断処理・溶解廃ガス処理設備
塔槽類廃ガス処理設備（前処理建屋塔
槽類廃ガス処理設備）
塔槽類廃ガス処理設備（塔槽類廃ガス
処理系（分離建屋））
塔槽類廃ガス処理設備（パルセータ廃
ガス処理系（分離建屋））
槽類廃ガス処理設備（塔槽類廃ガス処
理系（プルトニウム系））
塔槽類廃ガス処理設備（パルセータ廃
ガス処理系（精製建屋））
塔槽類廃ガス処理設備（ウラン・プル
トニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガス処
理設備）
塔槽類廃ガス処理設備（高レベル濃縮
廃液廃ガス処理系）
塔槽類廃ガス処理設備（不溶解残渣廃
液廃ガス処理系）
高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設
備
換気設備（前処理建屋排気系）
換気設備（分離建屋排気系）
換気設備（精製建屋排気系）
換気設備（ウラン・プルトニウム混合
脱硝建屋排気系）
換気設備（高レベル廃液ガラス固化建
屋排気系）

設計方針（閉じ込め）
Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認の系統構成から変更なし。

【閉じ込めの機能の基本方針】
閉じ込めの機能に関する設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。
（系統図、配置図、構造図等）

－ － － － － －－ － － － －

5
安全機能を有する施設は，使用済燃料等から発生する崩壊熱を適切に除去
することとし，使用済燃料等を含む溶液の崩壊熱による機器内での沸騰を
防止する設計とする。

機能要求②
評価要求

溶解設備
清澄・計量設備
分離設備
分離建屋一時貯留処理設備
プルトニウム精製設備
精製建屋一時貯留処理設備
ウラン・プルトニウム混合脱硝設備
（溶液系）
高レベル廃液処理設備（高レベル廃液
濃縮系）
高レベル廃液処理設備（高レベル濃縮
廃液貯蔵系）
高レベル廃液処理設備（不溶解残渣廃
液貯蔵系）
高レベル廃液処理設備（共用貯蔵系）
高レベル廃液ガラス固化設備（高レベ
ル廃液ガラス固化設備）
安全冷却水系

設計方針(崩壊熱除去)
評価条件（崩壊熱除去）
評価方法（崩壊熱除去）
評価(崩壊熱除去)

－ 基本設計方針

容量
伝熱面積
吐出圧力
主要材料
主要寸法
原動機

－－ － － － －

7
使用済燃料等を内包する系統及び機器，セル等及び室並びにセル等及び室
を収納する建屋は，気体廃棄物の廃棄施設により負圧に維持する設計とす
る。

機能要求②
塔槽類廃ガス処理設備
換気設備

－ － － －－ － － － －－ －設計方針（閉じ込め）
Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認の系統構成から変更なし。

【閉じ込めの機能の基本方針】
閉じ込めの機能に関する設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。
（系統図、配置図、構造図等）
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十条 閉じ込めの機能，第二十六条 使用済燃料等による汚染の防止）

別紙２

2

使用済燃料等を内包する系統及び機器は，その性状に応じてセル等又は室
に適切に収納する設計とする。プルトニウムを含む溶液及び粉末並びに高
レベル放射性液体廃棄物を内包する系統及び機器は，分析のため少量を取
り扱う場合や，ウラン・プルトニウム混合酸化物粉末を封入した混合酸化
物貯蔵容器を取り扱う場合を除き，セル等に収納する設計とする。

設置要求

3
ウランを含む粉末，焼却灰その他の粉末状の使用済燃料等を非密封で取り
扱う場合は，密閉した系統及び機器内で取り扱う設計とする。

設置要求

6

流体状の使用済燃料等を内包する容器又は管に使用済燃料等を含まない流
体を導く管を接続する場合には，流体状の使用済燃料等が使用済燃料等を
含まない流体を導く管に逆流することのないよう止め弁，逆止弁，水封を
設ける設計とする。

設置要求

項目番
号

基本設計方針 要求種別

1

安全機能を有する施設は，使用済燃料，使用済燃料から分離された物又は
これらによって汚染された物 (以下「使用済燃料等」という。) を系統若
しくは機器に閉じ込める，又は漏えいした場合においても，セル，グロー
ブボックス及びこれらと同等の閉じ込め機能を有する施設（以下、「セル
等」という。）若しくは建屋内に保持することで，使用済燃料等を限定さ
れた区域に閉じ込める設計とする。

設置要求

4

設計基準事故時においても，可能な限り負圧維持，漏えい及び逆流防止の
機能が確保される設計とするとともに，一部の換気系統の機能が損なわれ
た場合においても，再処理施設全体として気体の閉じ込め機能を確保する
設計とする。

機能要求②

5
安全機能を有する施設は，使用済燃料等から発生する崩壊熱を適切に除去
することとし，使用済燃料等を含む溶液の崩壊熱による機器内での沸騰を
防止する設計とする。

機能要求②
評価要求

7
使用済燃料等を内包する系統及び機器，セル等及び室並びにセル等及び室
を収納する建屋は，気体廃棄物の廃棄施設により負圧に維持する設計とす
る。

機能要求②

説明対象
申請対象設備

（１項変更②）
申請対象設備

（２項変更③）
仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象

申請対象設備
（１項変更③）

申請対象設備
（２項変更④）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

－ 基本設計方針 － －
Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認の系統構成から変更な
し。

【閉じ込めの機能の基本方針】
閉じ込めの機能に関する設備構
成、系統構成、配置、構造等を説
明する。
（系統図、配置図、構造図等）

－ 基本設計方針 基本設計方針 基本設計方針 － －
Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認の系統構成から変更な
し。

【閉じ込めの機能の基本方針】
閉じ込めの機能に関する設備構
成、系統構成、配置、構造等を説
明する。
（系統図、配置図、構造図等）

－ － － － － － － － 基本設計方針 － － － － －

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認の系統構成から変更な
し。

【閉じ込めの機能の基本方針】
閉じ込めの機能に関する設備構
成、系統構成、配置、構造等を説
明する。
（系統図、配置図、構造図等）

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認の系統構成から変更な
し。

【閉じ込めの機能の基本方針】
閉じ込めの機能に関する設備構
成、系統構成、配置、構造等を説
明する。
（系統図、配置図、構造図等）

Ⅵ-1-1-2　再処理施設の閉じ込め
の機能に関する説明書
既設工認（添付書類「Ⅵ　設計及
び工事の方法の技術基準への適合
に関する説明書」）より変更な
し。

【流体状の使用済燃料等の崩壊熱
除去に関する評価】
使用済燃料等の溶解液から発生す
る崩壊熱を安全に除去するための
冷却コイル、冷却ジャケットおよ
び中間熱交換器が十分な冷却能力
を持つことを説明する。

Ⅵ-1-1-2　再処理施設の閉じ込め
の機能に関する説明書
既設工認（添付書類「Ⅵ　設計及
び工事の方法の技術基準への適合
に関する説明書」）より変更な
し。

【流体状の使用済燃料等の崩壊熱
除去に関する評価】
使用済燃料等の溶解液から発生す
る崩壊熱を安全に除去するための
冷却コイル、冷却ジャケットおよ
び中間熱交換器が十分な冷却能力
を持つことを説明する。

－ 基本設計方針 － －
Ⅵ-1-1-2　再処理施設の閉じ込め
の機能に関する説明書

【逆流の防止の設計方針】
流体状の使用済燃料等を内包する
容器又は管に使用済燃料等を含ま
ない流体を導く際の、逆流防止に
関する基本設計方針を説明する。

－ 基本設計方針 基本設計方針 － － －

Ⅵ-1-1-2　再処理施設の閉じ込め
の機能に関する説明書
既設工認（添付書類「Ⅵ　設計及
び工事の方法の技術基準への適合
に関する説明書」）より変更な
し。

【逆流の防止の設計方針】
流体状の使用済燃料等を内包する
容器又は管に使用済燃料等を含ま
ない流体を導く際の、逆流防止に
関する基本設計方針を説明する。

第３Ｇｒ第２Ｇｒ（主要４建屋、E施設共用）

容量
原動機

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認の系統構成から変更な
し。

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認の系統構成から変更な
し。

【閉じ込めの機能の基本方針】
閉じ込めの機能に関する設備構
成、系統構成、配置、構造等を説
明する。
（系統図、配置図、構造図等）

－ －
Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認の系統構成から変更な
し。

－－ 基本設計方針 基本設計方針 基本設計方針基本設計方針 － －

容量
原動機

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認の系統構成から変更な
し。

－
容量
原動機

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認の系統構成から変更な
し。

【閉じ込めの機能の基本方針】
閉じ込めの機能に関する設備構
成、系統構成、配置、構造等を説
明する。
（系統図、配置図、構造図等）

－ － 基本設計方針 －－ 基本設計方針 －

－－ 基本設計方針 － － － 基本設計方針 －

容量
伝熱面積
吐出圧力
主要材料
主要寸法
原動機

－基本設計方針 －
容量
原動機

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認の系統構成から変更な
し。

【閉じ込めの機能の基本方針】
閉じ込めの機能に関する設備構
成、系統構成、配置、構造等を説
明する。
（系統図、配置図、構造図等）

－ － 基本設計方針 基本設計方針 －

容量
伝熱面積
吐出圧力
主要材料
主要寸法
原動機

【閉じ込めの機能の基本方針】
閉じ込めの機能に関する設備構
成、系統構成、配置、構造等を説
明する。
（系統図、配置図、構造図等）

【閉じ込めの機能の基本方針】
閉じ込めの機能に関する設備構
成、系統構成、配置、構造等を説
明する。
（系統図、配置図、構造図等）

【閉じ込めの機能の基本方針】
閉じ込めの機能に関する設備構
成、系統構成、配置、構造等を説
明する。
（系統図、配置図、構造図等）
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十条 閉じ込めの機能，第二十六条 使用済燃料等による汚染の防止）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象

申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

仕様表 添付書類 添付書類における記載
添付書類　構成

項目番
号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類　説明内容

第２Ｇｒ（貯蔵庫共用）第１Ｇｒ

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認の系統構成から変更なし。

【閉じ込めの機能の基本方針】
閉じ込めの機能に関する設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。
（系統図、配置図、構造図等）

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認の系統構成から変更なし。

【閉じ込めの機能の基本方針】
閉じ込めの機能に関する設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。
（系統図、配置図、構造図等）

Ⅵ-1-1-2　再処理施設の閉じ込めの機能に関する
説明書
既設工認（添付書類「Ⅵ　設計及び工事の方法の
技術基準への適合に関する説明書」）より変更な
し。

【漏えい液受皿の容量評価】
漏えい流量に対し、漏えい液受皿底部に設けられ
たドレン配管等による重力排出能力を考慮した
上、漏えい液受皿内の滞留量を算出し、滞留量が
漏えい液受皿の設計上定める高さ以下であること
を確認することで、容量の評価を行う

8

プルトニウムを含む溶液及び高レベル廃液を内包する系統及び機器，ウラ
ンを非密封で大量に取り扱う系統，機器，セル等及びこれらを収納する建
屋は，原則として，常時負圧に保ち，それぞれの気圧は，原則として，建
屋，セル等並びに，系統及び機器の順に気圧が低くなる設計とする。

機能要求②

せん断処理・溶解廃ガス処理設備
塔槽類廃ガス処理設備
塔槽類廃ガス処理設備（塔槽類廃ガス
処理系（分離建屋））
塔槽類廃ガス処理設備（パルセータ廃
ガス処理系（分離建屋））
槽類廃ガス処理設備（塔槽類廃ガス処
理系（プルトニウム系））
塔槽類廃ガス処理設備（パルセータ廃
ガス処理系（精製建屋））
塔槽類廃ガス処理設備（ウラン・プル
トニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガス処
理設備）
塔槽類廃ガス処理設備（高レベル濃縮
廃液廃ガス処理系）
塔槽類廃ガス処理設備（不溶解残渣廃
液廃ガス処理系）
高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設
備
換気設備（前処理建屋排気系）
換気設備（分離建屋排気系）
換気設備（精製建屋排気系）
換気設備（ウラン・プルトニウム混合
脱硝建屋排気系）
換気設備（高レベル廃液ガラス固化建
屋排気系）

－ － － －

9

液体状の使用済燃料等を内包する系統及び機器を収納するセル等の床には
ステンレス鋼製の漏えい液受皿を設置し，万一液体状の使用済燃料等がセ
ル等に漏えいした場合は，漏えい検知装置により漏えいを検知し，漏えい
の拡大を防止するとともに，スチームジェットポンプ，ポンプ又は重力流
により漏えいした液の性状に応じて定めた移送先に移送することで，安全
に処理できる設計とする。

機能要求①
機能要求②
評価要求

せん断処理設備
溶解設備
清澄・計量設備
分離設備
分配設備
分離建屋一時貯留処理設備
ウラン精製設備
プルトニウム精製設備
精製建屋一時貯留処理設備
ウラン・プルトニウム混合脱硝設備
（溶液系）
ウラン・プルトニウム混合脱硝設備
（ウラン・プルトニウム混合脱硝系）
酸回収設備（第１酸回収系）
酸回収設備（第２酸回収系）
溶媒回収設備（分離・分配系）
溶媒回収設備（プルトニウム精製系）
溶媒回収設備（ウラン精製系）
溶媒回収設備（溶媒処理系）
計測制御設備（計測制御系）
せん断処理・溶解廃ガス処理設備
塔槽類廃ガス処理設備（塔槽類廃ガス
処理系（分離建屋））
塔槽類廃ガス処理系（ウラン系）
塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム
系）
塔槽類廃ガス処理設備（ウラン・プル
トニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガス処
理設備）
高レベル廃液処理設備（高レベル廃液
濃縮系）
高レベル廃液処理設備（アルカリ廃液
濃縮系）
高レベル廃液処理設備（高レベル濃縮
廃液貯蔵系）
高レベル廃液処理設備（不溶解残渣廃
液貯蔵系）
高レベル廃液処理設備（共用貯蔵系）
低レベル廃液処理設備（第１低レベル
廃液処理系）
高レベル廃液ガラス固化設備
低レベル固体廃棄物貯蔵設備（ハル・
エンドピ－ス貯蔵系）
低レベル固体廃棄物貯蔵設備（廃樹脂
貯蔵系）
分析設備
安全蒸気系

－ － － － －－ －設計方針（閉じ込め）
Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認の系統構成から変更なし。

【閉じ込めの機能の基本方針】
閉じ込めの機能に関する設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。
（系統図、配置図、構造図等）

－ － － － －

設計方針（閉じ込め）
評価方針（漏えいの拡大防
止・漏えい液の回収能力）
評価条件評価（漏えいの拡
大防止・漏えい液の回収能
力）
評価（漏えいの拡大防止・
漏えい液の回収能力）

Ⅵ-1-1-2　再処理施設の閉じ込めの機能に関する
説明書
既設工認（添付書類「Ⅵ　設計及び工事の方法の
技術基準への適合に関する説明書」）より変更な
し。

【漏えい液受皿の容量評価】
漏えい流量に対し、漏えい液受皿底部に設けられ
たドレン配管等による重力排出能力を考慮した
上、漏えい液受皿内の滞留量を算出し、滞留量が
漏えい液受皿の設計上定める高さ以下であること
を確認することで、容量の評価を行う

【漏えい液の回収能力の評価】
漏えいした液をポンプまたはスチームジェットポ
ンプにて回収することを示し、漏えい液の移送後
温度および回収に係る時間を評価することで、漏
えい液を沸騰する温度に至ることなく回収可能で
あることを評価する。

－

－－ － － － －

10

液体状の使用済燃料等を内包する系統及び機器を設置する室の床には漏え
い液受皿を設置し，万一液体状の使用済燃料等が漏えいした場合は，漏え
いを検知し，漏えいの拡大を防止するとともに，漏えいした液の移送及び
処理ができる設計とする。

機能要求①
評価要求

使用済燃料貯蔵設備（プール水浄化
系）
せん断処理設備
溶解設備
ウラン精製設備
ウラン脱硝設備（受入系）
ウラン脱硝設備（蒸発濃縮系）
ウラン脱硝設備（ウラン脱硝系）
ウラン・プルトニウム混合脱硝設備
（溶液系）
酸回収設備（第１酸回収系）
酸回収設備（第2酸回収系）
高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設
備
高レベル廃液処理設備（アルカリ濃縮
廃液貯蔵系）
ウラン精製設備
精製建屋一時貯留処理設備
溶媒回収設備（プルトニウム精製系）
高レベル廃液処理設備（高レベル濃縮
廃液貯蔵系）
低レベル廃液処理設備（第1低レベル廃
液処理系）
低レベル廃液処理設備（使用済燃料の
受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理系）
低レベル廃液処理設備（海洋放出管理
系）
低レベル固体廃棄物処理設備（低レベ
ル濃縮廃液処理系）
低レベル固体廃棄物処理設備（廃溶媒
処理系）
低レベル固体廃棄物貯蔵設備（廃樹脂
貯蔵系）
低レベル固体廃棄物貯蔵設備（ハル・
エンドピ－ス貯蔵系）
分析設備

設計方針（閉じ込め）
評価方針（漏えいの拡大防
止）
評価条件評価（漏えいの拡
大防止）
評価（漏えいの拡大防止）

－ －－ － － － －－ － －
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十条 閉じ込めの機能，第二十六条 使用済燃料等による汚染の防止）

別紙２

項目番
号

基本設計方針 要求種別

8

プルトニウムを含む溶液及び高レベル廃液を内包する系統及び機器，ウラ
ンを非密封で大量に取り扱う系統，機器，セル等及びこれらを収納する建
屋は，原則として，常時負圧に保ち，それぞれの気圧は，原則として，建
屋，セル等並びに，系統及び機器の順に気圧が低くなる設計とする。

機能要求②

9

液体状の使用済燃料等を内包する系統及び機器を収納するセル等の床には
ステンレス鋼製の漏えい液受皿を設置し，万一液体状の使用済燃料等がセ
ル等に漏えいした場合は，漏えい検知装置により漏えいを検知し，漏えい
の拡大を防止するとともに，スチームジェットポンプ，ポンプ又は重力流
により漏えいした液の性状に応じて定めた移送先に移送することで，安全
に処理できる設計とする。

機能要求①
機能要求②
評価要求

10

液体状の使用済燃料等を内包する系統及び機器を設置する室の床には漏え
い液受皿を設置し，万一液体状の使用済燃料等が漏えいした場合は，漏え
いを検知し，漏えいの拡大を防止するとともに，漏えいした液の移送及び
処理ができる設計とする。

機能要求①
評価要求

説明対象
申請対象設備

（１項変更②）
申請対象設備

（２項変更③）
仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象

申請対象設備
（１項変更③）

申請対象設備
（２項変更④）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第３Ｇｒ第２Ｇｒ（主要４建屋、E施設共用）

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認の系統構成から変更な
し。

【閉じ込めの機能の基本方針】
閉じ込めの機能に関する設備構
成、系統構成、配置、構造等を説
明する。
（系統図、配置図、構造図等）

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認の系統構成から変更な
し。

【閉じ込めの機能の基本方針】
閉じ込めの機能に関する設備構
成、系統構成、配置、構造等を説
明する。
（系統図、配置図、構造図等）

【閉じ込めの機能の基本方針】
閉じ込めの機能に関する設備構
成、系統構成、配置、構造等を説
明する。
（系統図、配置図、構造図等）

既設工認の系統図、配置図、およ
び構造図等より変更なし。

【閉じ込めの機能の基本方針】
閉じ込めの機能に関する設備構
成、系統構成、配置、構造等を説
明する。
（系統図、配置図、構造図等）

【閉じ込めの機能の基本方針】
閉じ込めの機能に関する設備構
成、系統構成、配置、構造等を説
明する。
（系統図、配置図、構造図等）

Ⅵ-1-1-2　再処理施設の閉じ込め
の機能に関する説明書
既設工認（添付書類「Ⅵ　設計及
び工事の方法の技術基準への適合
に関する説明書」）より変更な
し。

【漏えい液受皿の容量評価】
漏えい流量に対し、漏えい液受皿
底部に設けられたドレン配管等に
よる重力排出能力を考慮した上、
漏えい液受皿内の滞留量を算出
し、滞留量が漏えい液受皿の設計
上定める高さ以下であることを確
認することで、容量の評価を行う

Ⅵ-1-1-2　再処理施設の閉じ込め
の機能に関する説明書
既設工認（添付書類「Ⅵ　設計及
び工事の方法の技術基準への適合
に関する説明書」）より変更な
し。

【漏えい液受皿の容量評価】
漏えい流量に対し、漏えい液受皿
底部に設けられたドレン配管等に
よる重力排出能力を考慮した上、
漏えい液受皿内の滞留量を算出
し、滞留量が漏えい液受皿の設計
上定める高さ以下であることを確
認することで、容量の評価を行う

容量
原動機

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認の系統構成から変更な
し。

－基本設計方針 －
容量
原動機

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認の系統構成から変更な
し。

【閉じ込めの機能の基本方針】
閉じ込めの機能に関する設備構
成、系統構成、配置、構造等を説
明する。
（系統図、配置図、構造図等）

－ － － 基本設計方針 －

－ － 基本設計方針 － －－ 基本設計方針 －

Ⅵ-1-1-2　再処理施設の閉じ込め
の機能に関する説明書
既設工認（添付書類「Ⅵ　設計及
び工事の方法の技術基準への適合
に関する説明書」）より変更な
し。

吐出圧力
容量
主要材料
主要寸法
原動機
検出器の種類
計測範囲

－ 基本設計方針 基本設計方針－ 基本設計方針 －

容量
主要材料
主要寸法
検出器の種類
計測範囲

【漏えい液受皿の容量評価】
漏えい流量に対し、漏えい液受皿
底部に設けられたドレン配管等に
よる重力排出能力を考慮した上、
漏えい液受皿内の滞留量を算出
し、滞留量が漏えい液受皿の設計
上定める高さ以下であることを確
認することで、容量の評価を行う

【漏えい液の回収能力の評価】
漏えいした液をポンプまたはス
チームジェットポンプにて回収す
ることを示し、漏えい液の移送後
温度および回収に係る時間を評価
することで、漏えい液を沸騰する
温度に至ることなく回収可能であ
ることを評価する。

－－

容量
主要材料
主要寸法
検出器の種類
計測範囲

吐出圧力
容量
主要材料
主要寸法
原動機
検出器の種類
計測範囲

【閉じ込めの機能の基本方針】
閉じ込めの機能に関する設備構
成、系統構成、配置、構造等を説
明する。
（系統図、配置図、構造図等）

【漏えい液受皿の容量評価】
漏えい流量に対し、漏えい液受皿
底部に設けられたドレン配管等に
よる重力排出能力を考慮した上、
漏えい液受皿内の滞留量を算出
し、滞留量が漏えい液受皿の設計
上定める高さ以下であることを確
認することで、容量の評価を行う

【漏えい液の回収能力の評価】
漏えいした液をポンプまたはス
チームジェットポンプにて回収す
ることを示し、漏えい液の移送後
温度および回収に係る時間を評価
することで、漏えい液を沸騰する
温度に至ることなく回収可能であ
ることを評価する。

Ⅵ-1-1-2　再処理施設の閉じ込め
の機能に関する説明書
既設工認（添付書類「Ⅵ　設計及
び工事の方法の技術基準への適合
に関する説明書」）より変更な
し。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十条 閉じ込めの機能，第二十六条 使用済燃料等による汚染の防止）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象

申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

仕様表 添付書類 添付書類における記載
添付書類　構成

項目番
号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類　説明内容

第２Ｇｒ（貯蔵庫共用）第１Ｇｒ

11
管理区域外から流体状の使用済燃料等を内包するセル内の設備へ冷却水,加
熱蒸気 その他の熱媒 を供給する場合は，管理区域内で熱交換器を介する
ことで，使用済燃料等を含む流体を環境に流出しない設計とする。

機能要求①

プルトニウム精製設備
ウラン精製設備
ウラン脱硝設備（蒸発濃縮系）
ウラン・プルトニウム混合脱硝設備
（溶液系）
酸回収設備（第２酸回収系）
溶媒処理設備（溶媒処理系）
一般冷却水系
安全冷却水系
一般蒸気系

設計方針（閉じ込め）
Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認の系統構成から変更なし。

【閉じ込めの機能の基本方針】
閉じ込めの機能に関する設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。
（系統図、配置図、構造図等）

－ － － － － － － － － － －

12
冷却水,蒸気等の熱媒を流体状の使用済燃料等を内包するセル内の設備へ供
給する場合は，使用済燃料等を検知する装置を設置することにより，熱媒
中への使用済燃料等の漏えいを検知できる設計とする。

設置要求

プルトニウム精製設備
溶媒処理設備（溶媒処理系）
計測制御設備（計測制御系）
一般冷却水系
安全冷却水系
一般蒸気系

設計方針（閉じ込め）
Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認の系統構成から変更なし。

【閉じ込めの機能の基本方針】
閉じ込めの機能に関する設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。
（系統図、配置図、構造図等）

－ － － － － － － － － － －

13
万一，熱媒中に使用済燃料等が漏えいした場合には，汚染した熱媒を低レ
ベル廃液処理設備に払い出すことにより，汚染した熱媒を安全に処理し得
るような設計とする。

機能要求①
安全冷却水系
低レベル廃液処理設備

設計方針（閉じ込め）
Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認の系統構成から変更なし。

【閉じ込めの機能の基本方針】
閉じ込めの機能に関する設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。
（系統図、配置図、構造図等）

－ － － － － － － － － － －

14
使用済燃料等を取り扱うグローブボックスは，給気口及び排気口を除き，
密閉することができる設計とする。

機能要求②

分離設備
分配設備
プルトニウム精製設備
ウラン・プルトニウム混合脱硝設備
（溶液系）
ウラン・プルトニウム混合脱硝設備
（ウラン・プルトニウム混合脱硝系）
ウラン・プルトニウム混合脱硝設備
（焙焼・還元系）
ウラン・プルトニウム混合脱硝設備
（粉体系）
酸回収設備（第2酸回収系）
塔槽類廃ガス処理設備（ウラン・プル
トニウム混合脱硝建屋 塔槽類廃ガス処
理設備）
分析設備

設計方針（閉じ込め）
Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認の系統構成から変更なし。

【閉じ込めの機能の基本方針】
閉じ込めの機能に関する設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。
（系統図、配置図、構造図等）

－ － － － － － － － － － －

15
密封されていない使用済燃料等を取り扱うフードは，気体廃棄物の廃棄施
設の換気設備に接続することにより，開口部の風速を適切に維持する設計
とする。

機能要求②

ウラン脱硝設備（受入れ系）
ウラン脱硝設備（ウラン脱硝系）
ウラン・プルトニウム混合脱硝設備
（粉体系）
分析設備

設計方針（閉じ込め）
Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認の系統構成から変更なし。

【閉じ込めの機能の基本方針】
閉じ込めの機能に関する設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。
（系統図、配置図、構造図等）

－ － － － － － － － － － －

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認の系統構成から変更なし。

【閉じ込めの機能の基本方針】
閉じ込めの機能に関する設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。
（系統図、配置図、構造図等）

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認の系統構成から変更な
し。

【閉じ込めの機能の基本方針】
閉じ込めの機能に関する設備構
成、系統構成、配置、構造等を説
明する。
（系統図、配置図、構造図等）

Ⅵ-1-1-2　再処理施設の閉じ込めの機能に関する
説明書
既設工認（添付書類「Ⅵ　設計及び工事の方法の
技術基準への適合に関する説明書」）より変更な
し。

【堰の容量評価】
対象容器から全量が流出したことを想定し、その
容量が有効エリアより少ないことを評価する。

Ⅵ-1-1-2　再処理施設の閉じ込め
の機能に関する説明書
既設工認（添付書類「Ⅵ　設計及
び工事の方法の技術基準への適合
に関する説明書」）より変更な
し。

【堰の容量評価】
対象容器から全量が流出したこと
を想定し、その容量が有効エリア
より少ないことを評価する。

－ －16

液体状の使用済燃料等を取り扱う設備が設置される施設内部のうち，流体
状の放射性廃棄物の漏えいが拡大するおそれがある部分については次の通
りとする。
全ての床面，適切な高さまでの壁面は，流体状の使用済燃料等が漏えいし
難い設計とする。

設置要求

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
使用済燃料輸送容器管理建屋
（使用済燃料収納使用済燃料輸送容器
保管庫）
前処理建屋
分離建屋
精製建屋
ウラン脱硝建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
低レベル廃液処理建屋
低レベル廃棄物処理建屋
ハル・エンドピース貯蔵建屋
チャンネルボックス・バーナブルポイ
ズン処理建屋
分析建屋
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋／使用済
燃料輸送容器管理建屋（除染エリア）
間洞道
分離建屋／高レベル廃液ガラス固化建
屋間洞道
分離建屋/精製建屋/ウラン脱硝建屋/ウ
ラン・プルトニウム混合脱硝建屋/低レ
ベル廃液処理建屋/低レベル廃棄物処理
建屋/分析建屋間洞道
精製建屋/ウラン脱硝建屋間洞道
精製建屋/ウラン・プルトニウム混合脱
硝建屋間洞道
前処理建屋/使用済燃料受入れ・貯蔵建
屋/ハル・エンドピース貯蔵建屋間洞道

設計方針（閉じ込め）
Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認の系統構成から変更なし。

【閉じ込めの機能の基本方針】
閉じ込めの機能に関する設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。
（系統図、配置図、構造図等）

基本設計方針 －
Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認の系統構成から変更な
し。

【閉じ込めの機能の基本方針】
閉じ込めの機能に関する設備構
成、系統構成、配置、構造等を説
明する。
（系統図、配置図、構造図等）

－ － － － －

－ － － 基本設計方針 主要寸法17
液体状の使用済燃料等を取り扱う設備の周辺部又は施設外に通じる出入口
若しくはその周辺部には．堰を設けることにより，液体状の使用済燃料等
が施設外へ漏えいすることを防止する設計とする。

設置要求
評価要求

前処理建屋
分離建屋
精製建屋
ウラン脱硝建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
低レベル廃棄物処理建屋
チャンネルボックス・バーナブルポイ
ズン処理建屋
ハル・エンドピース貯蔵建屋

設計方針（閉じ込め）
評価方針（漏えいの拡大防
止）
評価条件（漏えいの拡大防
止）
評価（漏えいの拡大防止）

－ － － －
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十条 閉じ込めの機能，第二十六条 使用済燃料等による汚染の防止）

別紙２

項目番
号

基本設計方針 要求種別

11
管理区域外から流体状の使用済燃料等を内包するセル内の設備へ冷却水,加
熱蒸気 その他の熱媒 を供給する場合は，管理区域内で熱交換器を介する
ことで，使用済燃料等を含む流体を環境に流出しない設計とする。

機能要求①

12
冷却水,蒸気等の熱媒を流体状の使用済燃料等を内包するセル内の設備へ供
給する場合は，使用済燃料等を検知する装置を設置することにより，熱媒
中への使用済燃料等の漏えいを検知できる設計とする。

設置要求

13
万一，熱媒中に使用済燃料等が漏えいした場合には，汚染した熱媒を低レ
ベル廃液処理設備に払い出すことにより，汚染した熱媒を安全に処理し得
るような設計とする。

機能要求①

14
使用済燃料等を取り扱うグローブボックスは，給気口及び排気口を除き，
密閉することができる設計とする。

機能要求②

15
密封されていない使用済燃料等を取り扱うフードは，気体廃棄物の廃棄施
設の換気設備に接続することにより，開口部の風速を適切に維持する設計
とする。

機能要求②

16

液体状の使用済燃料等を取り扱う設備が設置される施設内部のうち，流体
状の放射性廃棄物の漏えいが拡大するおそれがある部分については次の通
りとする。
全ての床面，適切な高さまでの壁面は，流体状の使用済燃料等が漏えいし
難い設計とする。

設置要求

17
液体状の使用済燃料等を取り扱う設備の周辺部又は施設外に通じる出入口
若しくはその周辺部には．堰を設けることにより，液体状の使用済燃料等
が施設外へ漏えいすることを防止する設計とする。

設置要求
評価要求

説明対象
申請対象設備

（１項変更②）
申請対象設備

（２項変更③）
仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象

申請対象設備
（１項変更③）

申請対象設備
（２項変更④）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第３Ｇｒ第２Ｇｒ（主要４建屋、E施設共用）

－ 基本設計方針 －
主要寸法（漏えい
液受皿）
容量（ポンプ）

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認の系統構成から変更な
し。

【閉じ込めの機能の基本方針】
閉じ込めの機能に関する設備構
成、系統構成、配置、構造等を説
明する。
（系統図、配置図、構造図等）

－ － 基本設計方針 － －
主要寸法（漏えい
液受皿）
容量（ポンプ）

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認の系統構成から変更な
し。

【閉じ込めの機能の基本方針】
閉じ込めの機能に関する設備構
成、系統構成、配置、構造等を説
明する。
（系統図、配置図、構造図等）

－ 基本設計方針 － －
Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認の系統構成から変更な
し。

【閉じ込めの機能の基本方針】
閉じ込めの機能に関する設備構
成、系統構成、配置、構造等を説
明する。
（系統図、配置図、構造図等）

－ － 基本設計方針 － － －
Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認の系統構成から変更な
し。

【閉じ込めの機能の基本方針】
閉じ込めの機能に関する設備構
成、系統構成、配置、構造等を説
明する。
（系統図、配置図、構造図等）

－ 基本設計方針 － －
Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認の系統構成から変更な
し。

【閉じ込めの機能の基本方針】
閉じ込めの機能に関する設備構
成、系統構成、配置、構造等を説
明する。
（系統図、配置図、構造図等）

－ － 基本設計方針 － － －
Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認の系統構成から変更な
し。

【閉じ込めの機能の基本方針】
閉じ込めの機能に関する設備構
成、系統構成、配置、構造等を説
明する。
（系統図、配置図、構造図等）

－ 基本設計方針 － 漏えい率
Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認の系統構成から変更な
し。

【閉じ込めの機能の基本方針】
閉じ込めの機能に関する設備構
成、系統構成、配置、構造等を説
明する。
（系統図、配置図、構造図等）

－ － 基本設計方針 － － 漏えい率
Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認の系統構成から変更な
し。

【閉じ込めの機能の基本方針】
閉じ込めの機能に関する設備構
成、系統構成、配置、構造等を説
明する。
（系統図、配置図、構造図等）

－ 基本設計方針 － －
Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認の系統構成から変更な
し。

【閉じ込めの機能の基本方針】
閉じ込めの機能に関する設備構
成、系統構成、配置、構造等を説
明する。
（系統図、配置図、構造図等）

－ 基本設計方針 基本設計方針 － － －
Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認の系統構成から変更な
し。

【閉じ込めの機能の基本方針】
閉じ込めの機能に関する設備構
成、系統構成、配置、構造等を説
明する。
（系統図、配置図、構造図等）

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認の系統構成から変更な
し。

【閉じ込めの機能の基本方針】
閉じ込めの機能に関する設備構
成、系統構成、配置、構造等を説
明する。
（系統図、配置図、構造図等）

Ⅵ-1-1-2　再処理施設の閉じ込め
の機能に関する説明書

【閉じ込めの機能の基本方針】
閉じ込めの機能に関する設備構
成、系統構成、配置、構造等を説
明する。
（系統図、配置図、構造図等）

Ⅵ-1-1-2　再処理施設の閉じ込め
の機能に関する説明書
既設工認（添付書類「Ⅵ　設計及
び工事の方法の技術基準への適合
に関する説明書」）より変更な
し。

【堰の容量評価】
対象容器から全量が流出したこと
を想定し、その容量が有効エリア
より少ないことを評価する。

Ⅵ-1-1-2　再処理施設の閉じ込め
の機能に関する説明書
既設工認（添付書類「Ⅵ　設計及
び工事の方法の技術基準への適合
に関する説明書」）より変更な
し。

【堰の容量評価】
対象容器から全量が流出したこと
を想定し、その容量が有効エリア
より少ないことを評価する。

－
容量（漏えい液受
皿）

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認の系統構成から変更な
し。

－ 基本設計方針 基本設計方針

－ 基本設計方針 － －－ 基本設計方針 － －主要寸法

－ －基本設計方針 － －
Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認の系統構成から変更な
し。

【閉じ込めの機能の基本方針】
閉じ込めの機能に関する設備構
成、系統構成、配置、構造等を説
明する。
（系統図、配置図、構造図等）

主要寸法

【閉じ込めの機能の基本方針】
閉じ込めの機能に関する設備構
成、系統構成、配置、構造等を説
明する。
（系統図、配置図、構造図等）
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十条 閉じ込めの機能，第二十六条 使用済燃料等による汚染の防止）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象

申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

仕様表 添付書類 添付書類における記載
添付書類　構成

項目番
号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類　説明内容

第２Ｇｒ（貯蔵庫共用）第１Ｇｒ

18
液体状の使用済燃料等を取り扱う設備が設置される施設の床面下には，工
場等の外に管理されずに排出される排水が流れる排水路を設置しない設計
とする。

設置要求

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
使用済燃料輸送容器管理建屋
（使用済燃料収納使用済燃料輸送容器
保管庫）
前処理建屋
分離建屋
精製建屋
ウラン脱硝建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
低レベル廃液処理建屋
低レベル廃棄物処理建屋
ハル・エンドピース貯蔵建屋
チャンネルボックス・バーナブルポイ
ズン処理建屋
分析建屋

設計方針（閉じ込め） － － － － － － － － － 基本設計方針 － － －

20
人が触れるおそれがある物使用済燃料等による汚染を除去する除染設備を
施設し，使用済燃料等を除去できる設計とする。除染設備の排水は，液体
廃棄物処理設備で処理する設計とする。

設置要求 水または純水の供給 設計方針（汚染防止） － － － － － － － － － 基本設計方針 － － －

－－設計方針（汚染防止）

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋
使用済燃料輸送容器管理建屋
（使用済燃料収納使用済燃料輸送容器
保管庫）
前処理建屋
分離建屋
精製建屋
ウラン脱硝建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵
建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
第１ガラス固化体貯蔵建屋
低レベル廃液処理建屋
低レベル廃棄物処理建屋
ハル・エンドピース貯蔵建屋
チャンネルボックス・バーナブルポイ
ズン処理建屋
分析建屋
出入管理建屋

設置要求

4.2　使用済燃料等による汚染の防止
使用済燃料等により汚染されるおそれがあって，人が頻繁に出入りする管
理区域内の床面，人が触れるおそれがある高さまでの壁面，手摺，梯子の
表面は，平滑にし，使用済燃料等による汚染を除去し易い設計とする。

19 －基本設計方針－－－－－－－ －－
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十条 閉じ込めの機能，第二十六条 使用済燃料等による汚染の防止）

別紙２

項目番
号

基本設計方針 要求種別

18
液体状の使用済燃料等を取り扱う設備が設置される施設の床面下には，工
場等の外に管理されずに排出される排水が流れる排水路を設置しない設計
とする。

設置要求

20
人が触れるおそれがある物使用済燃料等による汚染を除去する除染設備を
施設し，使用済燃料等を除去できる設計とする。除染設備の排水は，液体
廃棄物処理設備で処理する設計とする。

設置要求

設置要求

4.2　使用済燃料等による汚染の防止
使用済燃料等により汚染されるおそれがあって，人が頻繁に出入りする管
理区域内の床面，人が触れるおそれがある高さまでの壁面，手摺，梯子の
表面は，平滑にし，使用済燃料等による汚染を除去し易い設計とする。

19

説明対象
申請対象設備

（１項変更②）
申請対象設備

（２項変更③）
仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象

申請対象設備
（１項変更③）

申請対象設備
（２項変更④）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第３Ｇｒ第２Ｇｒ（主要４建屋、E施設共用）

－ 基本設計方針 － － － － － 基本設計方針 基本設計方針 － － － － －

－ 基本設計方針 － － － － － 基本設計方針 基本設計方針 － － － － －

・「説明対象」について
〇：当該申請回次で新規に記載する項目又は当該申請回次で記載を追記する項目
△：当該申請回次以前から記載しており，記載内容に変更がない項目
－：当該申請回次で記載しない項目

凡例

－－－－基本設計方針－ －－－－－基本設計方針基本設計方針－
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別紙３ 
 

 

 

基本設計方針の添付書類への展開 
 

※当該条文は変更無し条文であり、既認可設工認から添付書類の変更がないため、 

対象外とする。 

  

29



 

 

 

 

 

 

別紙４ 
 

 

 

添付書類の発電炉との比較 
 

※当該条文は変更無し条文であり、既認可設工認から添付書類の変更がないため、 

対象外とする。 
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別紙５ 
 

 

 

補足説明すべき項目の抽出 
 

※当該条文は変更無し条文であり、既認可設工認から添付書類の変更がないため、 

対象外とする。 
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別紙６ 
 

 

 

変更前記載事項の 
既工認等との紐づけ 
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別紙６① 

基本設計⽅針の第 1 回申請範囲 
全体 第１回申請範囲 

4. 閉じ込めの機能 

4.1 閉じ込め 

安全機能を有する施設は，使用済燃料，使用済燃料から分離された物又はこれらによって汚染された物 

(以下「使用済燃料等」という。) を系統若しくは機器に閉じ込める，又は漏えいした場合においても，セ

ル，グローブボックス及びこれらと同等の閉じ込め機能を有する施設（以下「セル等」という。）若しく

は建屋内に保持することで，使用済燃料等を限定された区域に閉じ込める設計とする。 

4. 閉じ込めの機能 

4.1 閉じ込め 

 安全機能を有する施設は，使用済燃料，使用済燃料から分離された物又はこれらによって汚染された物 

(以下「使用済燃料等」という。) を系統若しくは機器に閉じ込める，又は漏えいした場合においても，セ

ル，グローブボックス及びこれらと同等の閉じ込め機能を有する施設（以下「セル等」という。）若しく

は建屋内に保持することで，使用済燃料等を限定された区域に閉じ込める設計とする。 

使用済燃料等を内包する系統及び機器は，その性状に応じてセル等又は室に適切に収納する設計とす

る。プルトニウムを含む溶液及び粉末並びに高レベル放射性液体廃棄物（以下「高レベル廃液」という。）

を内包する系統及び機器は，分析のため少量を取り扱う場合や，ウラン・プルトニウム混合酸化物粉末を

封入した混合酸化物貯蔵容器を取り扱う場合を除き，セル等に収納する設計とする。 

 

ウランを含む粉末，焼却灰その他の粉末状の使用済燃料等を非密封で取り扱う場合は，密閉した系統及

び機器内で取り扱う設計とする。 

 

設計基準事故時においても，可能な限り負圧維持，漏えい及び逆流防止の機能が確保される設計とする

とともに，一部の換気系統の機能が損なわれた場合においても，再処理施設全体として気体の閉じ込め機

能を確保する設計とする。 

 

安全機能を有する施設は，使用済燃料等から発生する崩壊熱を適切に除去することとし，液体状の使用

済燃料等の崩壊熱による機器内での沸騰を防止する設計とする。 

安全機能を有する施設は，使用済燃料等から発生する崩壊熱を適切に除去することとし，液体状の使用

済燃料等の崩壊熱による機器内での沸騰を防止する設計とする。 

 流体状の使用済燃料等を内包する容器又は管に使用済燃料等を含まない流体を導く管を接続する場合

には，流体状の使用済燃料等が使用済燃料等を含まない流体を導く管に逆流することのないよう止め弁，

逆止弁，水封を設ける設計とする。 

 

 使用済燃料等を内包する系統及び機器，セル等及び室並びにセル等及び室を収納する建屋は，気体廃棄

物の廃棄施設により負圧に維持する設計とする。 

 

プルトニウムを含む溶液及び高レベル廃液を内包する系統及び機器，ウランを非密封で大量に取り扱う

系統，機器，セル等及びこれらを収納する建屋は，原則として，常時負圧に保ち，それぞれの気圧は，原

則として，建屋，セル等並びに，系統及び機器の順に気圧が低くなる設計とする。 

 

液体状の使用済燃料等を内包する系統及び機器を収納するセル等の床にはステンレス鋼製の漏えい液

受皿を設置し，万一液体状の使用済燃料等がセル等に漏えいした場合は，漏えい検知装置により漏えいを

検知し，漏えいの拡大を防止するとともに，スチームジェットポンプ，ポンプ又は重力流により漏えいし

た液の性状に応じて定めた移送先に移送することで，安全に処理できる設計とする。 

 

液体状の使用済燃料等を内包する系統及び機器を設置する室の床には漏えい液受皿を設置し，万一液体

状の使用済燃料等が漏えいした場合は，漏えいを検知し，漏えいの拡大を防止するとともに，漏えいした

液の移送及び処理ができる設計とする。 

 

管理区域外から流体状の使用済燃料等を内包するセル内の設備へ冷却水,加熱蒸気その他の熱媒を供給

する場合は，管理区域内で熱交換器を介することで，使用済燃料等を含む流体を環境に流出しない設計と

する。 

 

 熱媒を流体状の使用済燃料等を内包するセル内の設備へ供給する場合は，使用済燃料等を検知する装置

を設置することにより，熱媒中への使用済燃料等の漏えいを検知できる設計とする。 
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別紙６① 

基本設計⽅針の第 1 回申請範囲 
全体 第１回申請範囲 

万一，熱媒中に使用済燃料等が漏えいした場合には，汚染した熱媒を低レベル廃液処理設備に払い出す

ことにより，汚染した熱媒を安全に処理し得るような設計とする。 

 

使用済燃料等を取り扱うグローブボックスは，給気口及び排気口を除き，密閉することができる設計と

する。 

 

 密封されていない使用済燃料等を取り扱うフードは，気体廃棄物の廃棄施設の換気設備に接続すること

により，開口部の風速を適切に維持する設計とする。 

 

 液体状の使用済燃料等を取り扱う設備が設置される施設内部のうち，流体状の放射性廃棄物の漏えいが

拡大するおそれがある部分については次の通りとする。 

全ての床面，適切な高さまでの壁面は，流体状の使用済燃料等が漏えいし難い設計とする。 

 

 液体状の使用済燃料等を取り扱う設備の周辺部又は施設外に通じる出入口若しくはその周辺部には．堰

を設けることにより，液体状の使用済燃料等が施設外へ漏えいすることを防止する設計とする。 

 

 液体状の使用済燃料等を取り扱う設備が設置される施設の床面下には，工場等の外に管理されずに排出

される排水が流れる排水路を設置しない設計とする。 

 

4. 閉じ込めの機能 

4.2  使用済燃料等による汚染の防止 

使用済燃料等により汚染されるおそれがあって，人が頻繁に出入りする管理区域内の床面，人が触れる

おそれがある高さまでの壁面，手摺，梯子の表面は，平滑にし，使用済燃料等による汚染を除去し易い設

計とする。 

 

 人が触れるおそれがある物の使用済燃料等による汚染を除去する除染設備を施設し，使用済燃料等を除

去できる設計とする。除染設備の排水は，液体廃棄物処理設備で処理する設計とする。 
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別紙６② 
変更前記載事項の既設⼯認等との紐づけ 

 

変 更 前 変 更 後 

4. 閉じ込めの機能 

4.1 閉じ込め 

 

 

安全機能を有する施設は，使用済燃料，使用済燃料から分離された物又はこれらによって汚染された物 

(以下「使用済燃料等」という。) を系統若しくは機器に閉じ込める，又は漏えいした場合においても，セ

ル，グローブボックス及びこれらと同等の閉じ込め機能を有する施設（以下「セル等」という。）若しく

は建屋内に保持することで，使用済燃料等を限定された区域に閉じ込める設計とする。 

 

 

 

安全機能を有する施設は，使用済燃料等から発生する崩壊熱を適切に除去することとし，液体状の使用

済燃料等の崩壊熱による機器内での沸騰を防止する設計とする。 

4. 閉じ込めの機能 

4.1 閉じ込め 

変更なし 

 

既設工認 添付書類Ⅵ（7回申請） 

【凡例】 

 ：既設工認に記載されている内容と同様 

閉込④ 

既設工認 本文(7 回，8回)，添付書類Ⅵ（7回申請） 

閉込①～⑰ 
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